
『再会』～平和を祈り 文化をつむぐ～

※展示会場の都合により出展数が多数となる場合は調整します。作品の大
きさによっては展示できない可能性がありますので予めご了承ください。

※展示場所は、文化祭実行委員会にご一任ください。

上記の各部門代表へ

〒639-3111
吉野町大字上市133番地　
吉野町文化協会事務局（町中央公民館内）
FAX（３２）５6８9  ℡（３２）５２６８

文化協会事務局　℡（32）5268

※月～金曜日（祝日除く）
  ８時３０分～１７時１５分

部 門 等

絵 画

水 墨 画

写 真

書 道

陶 芸

木工工芸

手 芸

ちぎり絵

拓 本

古 文 書

瓢 箪 絵

吉 野 絵

フラワーデザイン

短 歌

川 柳

俳 句

デ ザ イン

そ の 他

芸能発表

出 展 数

自 由

2 点

自 由

１ 点

３点 以 内

自 由

1 点

1 点

自 由

自 由

自 由

３点 以 内

自 由

５ 首

５ 句

５ 句

１ 点

―

各組１ステージ約15分

内　　　　　　　　　　　容

水彩 ・ 油絵等 （但しA4以上30号以内で額縁を付ける）

額装 ・ 軸もの（かり巻可）

カラー ・ モノクロ自由（リバーサルは除く）

136×35（半切）以内 額装 ・ 軸もの（かり巻可） 要釈文

花器 ・ 置物 ・ 器類等

自由（木材 ・ 竹製品） 生活用品　装飾　玩具　家具等

小物については調整

額装

自由

コピー ・ 臨書自由

自由

自由

自由

短冊掛けに貼る展示は１点

色紙か短冊で２点以内を展示

色紙か短冊で２点以内を展示

レタリング・イラスト等紙面上の製作に関する形式は問いません。

内容・出展数については文化協会事務局までご相談ください。

出演申し込みについては、文化協会事務局にご相談ください。

梅本　嘉彦

坂本　　檀

榊原　重雄

杦中　幸美

井上　太郎

梅本　清次

福本千代子

和田　圭史

木下　隆昭

澤井　政人

（３2）2625

（３２）２１０６

080（3130）6094

（３６）６３２７

080（1936）7233

（３２）3987

（３２）８４９４

（３２）４４９４

（３２）３５２９

090（1857）8571

六　田

飯　貝

上　市

樫　尾

吉野山

飯　貝　

丹　治

六　田

上　市

上　市

申込み・出展内容に関する問い合わせ

碁会

申し込み先

申
し
込
み
期
間

部　　　門
町 展 作 品
文 芸 作 品
芸 能 発 表
碁 会

期　　　間
９月1日～10月6日
９月1日～９月30日
９月1日～９月30日
10月1日～10月15日

11月３日（祝・金）
１１月４日（土）

11月４日（土）

【場所】
 吉野町中央公民館

芸能発表

11月3日（祝・金）碁　  会

町　  展

（敬称略）

『再会』・平和・文化の言葉に様々な思いを巡らし、前回から４

年ぶりの「町民文化祭」を開催します。皆様からの作品・参加

のご応募をお待ちしています。 第４８回吉野町民文化祭実行委員会

　　　未だ終息しないコロナ感染症、多発する自然災害、平

和を脅かす世界各地での紛争、多くの人々が「命・暮らし」を

守るために懸命になって日々 を過ごしています。今回のテーマ

第４８回 吉野町民文化祭

小松　　正　℡ (36)6902

松岡　　一　℡ (36)6136

※碁会会場　中荘温泉

電話での申込み

ハガキ・FAX
での申込み

その他問い合わせ

開催・作品
募集の
お知らせ

出展・来場の際には、検温・手指消毒にご協力ください。マスク着用
については、適時適切に個々のご判断でお願いします。（感染状況
によっては、感染対策の強化、開催期間の縮小、延期または中止、
開催場所の分散等、検討のうえ、変更する可能性があります。）

町民文化祭の登録イベントを募集します

▶対象　９月１日（金）から１２月２５日（月）の間、吉野町

中央公民館で開催される文化芸術に関する

イベント（登録条件あり）

詳しくは、吉野町中央公民館℡（３２）５２６８までお問い

合わせください。
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空き家対策と固定資産税
の徴収に関して

固定資産税の納税義務者は、原則登記名義人又

は課税台帳に登録されている所有者となってい

る。近年相続登記をされないケースもあることから、相

続登記の申請を義務付ける法整備がおこなわれたとこ

ろである。

また本町では、現在空き家調査を順次進めており、内、

特定空き家に３軒を認定し、２軒は所有者等が解体し、１

軒は、所有者等に解体に向け助言を行っているところ

である。

A

家の住人がゼロ（空き家）になった際、「固定資産
税を誰が払うのか」ということのみで町の手続き

が終了する仕組みが、時を経て空き家問題（景観問題、
安全性等の責任）を複雑（困難）にしているのではないか
と考えるが、現在の仕組みと対応をお聞かせ願いたい。

Q

辻内 正誠

自然災害に対する町の　
取り組みについて

災害発生時には被害状況の確認、情報収集・発信

など、迅速かつ正確な危機管理体制の構築が求

められる。また、災害の種類や規模も多岐にわたり、災

害対策の難易度が高まっている。激甚化する災害に対

応するために、デジタル化による迅速な情報伝達体制

整備、継続した防災訓練・学習会の実施など、生命と暮

らしを守る取組に全力を注ぐ。

A

本年５月に石川県能登地方や千葉県南部に震度
５強以上の地震が発生した。吉野町においても、

地震のみならず大雨・洪水・土砂災害等の自然災害がい
つおきてもおかしくない。そのための町の災害対策に
ついて伺う。

Q

議 会 だ よ り 　一般質問 前ページからの続き

本年 月に石

藤本 昌義

相続・資産承継の無料相談をお受けします
安心な老後

の
お手伝い

何から始めていいの
かわからない。スム
ーズに資産を引き
継いでもらいたい。

老後の生活が不安。
将来への準備って 
どんなこと？

家族に負担をかけた
くない。相続争いを
避けたい。

※南都銀行では、吉野町との包括連携協定により、

町民の皆さまへのサービスの一環として、無料

でお悩みのご相談をお受けしています。
南都銀行にご相談ください。

▶お取り引きの有無に関わらず、どなたでも無料で
ご相談いただけます。

▶ご希望の方は、ウェブまたはお電話にてご予約を
お願いいたします。

▶ウェブ予約はこちらからアクセス➡

▶お問い合わせ　南都銀行 上市支店
　℡（32）2701（平日９時～17時）

電話番号の市外局番の表記がないものは、0746です。

句集〔やま川〕
へは、５句首
掲載します。
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町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ

高額療養費制度の申請　【この制度に該当した場合】

後期高齢者医療保険加入者国民健康保険加入者

診療月の2～3か月後に役場から申請書をお送りしま

す。一度手続きをすると、その後は該当するたび自動

的に振り込まれます。（複数回の申請が必要な場合が

ありますが、該当者には必ず町から申請の案内を送

付しますのでご安心ください。）

高額療養費に該当すると、奈良県後期高齢者医療

広域連合から申請書が送られてきます。一度手続き

をすると、その後は該当するたび自動的に振り込ま

れます。過去に申請を済ませている方も申請は不要

です。

一ヶ月（同じ月）に支払った医療費が

高額になり、決められた上限額を超

えた場合に、上限額を超えて支払っ

た分の医療費が払い戻される制度

です。上限額は、加入している保険や

年齢、所得に応じて決まっています。

上限額の詳細は、７月に郵送された保険証に同封していた制度の

概要を説明した「しおり」をご覧ください。

「国保のしおり」　１８・１９ページ 「後期高齢者医療制度のしおり」
１６ページ

高額療養費制度とは

後期高齢者医療保険加入者国民健康保険加入者

国民健康保険・後期高齢者医療保険加入の皆様へ
一ヶ月の医療費が高額になる可能性があり心配な方へ

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

国民年金保険料　月額16,520円
（令和5年4月分～令和６年3月分）

❶日本年金機構から送付される納付書により、金融
機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付

❷クレジットカード・インターネット等を利用した納付

❸便利でお得な口座振替

※日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納め

ていない方に対して、電話・文書・訪問により早期納付のご案

内を行っています。

早めの納付をお願いします　　　　

未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって

督促を行います。指定された期間までに納付がない

場合は、延滞金が課せられるだけでなく、納付義務

者（被保険者本人、連帯している納付義務を負う配偶者・

世帯主）の財産が差し押さえられることがあります。

▶保険料の納付が困難な場合（低所得等）
保険料の免除・猶予の制度があります。下記の国民年金
の問い合わせ先にご連絡ください。

！

納
付
方
法

大和高田年金事務所　℡0745(22)3531

町民税務課（年金担当）ＮＴＴ…℡(32)3081　IP直通…℡(39)9063　内線124・125
お問い合わせ

町民税務課　ＮＴＴ…℡(32)3081　IP直通…℡(39)9063

・ 国民健康保険…内線125・127

 ・ 後期高齢者医療保険…内線123・124

お問い合わせ

これから支払う医療費が高額になる可能性のある場合　【医療機関での支払額を抑えたい方】

後期高齢者医療保険加入者国民健康保険加入者

「限度額適用認定証」もしくは「限

度額適用・標準負担額減額認定

証」が必要な方は、申請ください。

昨年「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」

を申請し、発行されている方には、７月中旬以降に皆さまのお手元に郵送

しています。郵送されていない方で、「限度額適用認定証」もしくは「限度

額適用・標準負担額減額認定証」が必要な方は、申請ください。

これから医療機関を受診予定で、医療費が高額になる可能性がある場合、医療機関での支払いを、高額療養費
制度の限度額までとすることができます。
この制度の利用には、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

所得等の要件によって「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行され
ない場合もありますので、必ず申請前に、左記まで電話でお問い合わせの上、発行可能か確認をお願い
します。

！
注意

第２期納期限　8月31日（木）
最寄りの金融機関（南都銀行・奈良県農協・ゆうちょ銀

行）やコンビニエンスストア、スマホアプリ等で納付し

てください。口座振替の方は、納期限の前日までに納

税額・保険料に見合う金額の準備をお願いします。

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料納期限

１２月３１日時点で国民健康保険料（税）の納付につい

て口座振替により納付いただいている県内全世帯か

ら2,000世帯へQUOカード3,000

円相当が当選するキャンペーンを

実施しています。（申込不要）

国民健康保険料（税）口座振替キャンペーン

８月１日からは新たな保険証をご利用ください

国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証の有効期限は、毎年７月３１日です。

８月１日以降で、医療機関を受診する場合は、必ず新しい保険証を提示ください。

※新たな保険証は、７月中旬以降に「簡易書留」で加入者の方へ郵送しました。
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町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ
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後期高齢者医療保険加入者国民健康保険加入者
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す。一度手続きをすると、その後は該当するたび自動

的に振り込まれます。（複数回の申請が必要な場合が

ありますが、該当者には必ず町から申請の案内を送

付しますのでご安心ください。）

高額療養費に該当すると、奈良県後期高齢者医療

広域連合から申請書が送られてきます。一度手続き

をすると、その後は該当するたび自動的に振り込ま

れます。過去に申請を済ませている方も申請は不要

です。

一ヶ月（同じ月）に支払った医療費が

高額になり、決められた上限額を超

えた場合に、上限額を超えて支払っ

た分の医療費が払い戻される制度

です。上限額は、加入している保険や

年齢、所得に応じて決まっています。

上限額の詳細は、７月に郵送された保険証に同封していた制度の

概要を説明した「しおり」をご覧ください。

「国保のしおり」　１８・１９ページ 「後期高齢者医療制度のしおり」
１６ページ
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後期高齢者医療保険加入者国民健康保険加入者
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※日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納め

ていない方に対して、電話・文書・訪問により早期納付のご案

内を行っています。

早めの納付をお願いします　　　　

未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって

督促を行います。指定された期間までに納付がない

場合は、延滞金が課せられるだけでなく、納付義務

者（被保険者本人、連帯している納付義務を負う配偶者・

世帯主）の財産が差し押さえられることがあります。
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方
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これから支払う医療費が高額になる可能性のある場合　【医療機関での支払額を抑えたい方】
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「限度額適用認定証」もしくは「限
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を申請し、発行されている方には、７月中旬以降に皆さまのお手元に郵送

しています。郵送されていない方で、「限度額適用認定証」もしくは「限度

額適用・標準負担額減額認定証」が必要な方は、申請ください。

これから医療機関を受診予定で、医療費が高額になる可能性がある場合、医療機関での支払いを、高額療養費
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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料納期限

１２月３１日時点で国民健康保険料（税）の納付につい

て口座振替により納付いただいている県内全世帯か

ら2,000世帯へQUOカード3,000

円相当が当選するキャンペーンを

実施しています。（申込不要）

国民健康保険料（税）口座振替キャンペーン

８月１日からは新たな保険証をご利用ください

国民健康保険・後期高齢者医療保険の保険証の有効期限は、毎年７月３１日です。

８月１日以降で、医療機関を受診する場合は、必ず新しい保険証を提示ください。

※新たな保険証は、７月中旬以降に「簡易書留」で加入者の方へ郵送しました。


